
令和７年度 第２回安曇野市国民健康保険運営協議会 会議概要 

１ 審議会名  安曇野市国民健康保険運営協議会                     

２ 日  時  令和７年 11 月 26 日 午後１時 30 分から午後２時２分まで 

３ 会  場  安曇野市役所 本庁舎３階 全員協議会室                 

４ 出席者   市川委員、小林委員、下里(眞)委員、關委員、中村委員、中野委員、    

鎌﨑委員、布山委員、中島委員、望月委員                

 

５ 市側出席者 渡邊部長、保科課長、青柳補佐、立岩係長、奥原係長、藤原係長、遠藤主査      

                                    

６ 公開・非公開の別  公開      

７ 傍聴人  ０人    記者  １人 

８ 会議概要作成年月日 令和７年 12 月９日 

協  議  事  項  等 

１．開会（保科課長） 

２．保健医療部長あいさつ（渡邊部長） 

３．会長・副会長の選出 

  任期が始まってから初めての協議会のため、会長・副会長の選出を行う。 

  事務局案：会長に鎌﨑委員を、副会長に布山委員を推薦   

事務局案について全員の賛成により承認。 

会長、副会長あいさつ 

４．協議・審議事項 

 （１）議事録署名人の任命 （市川委員、中野委員） 

 （２）協議事項 

  ① 安曇野市国民健康保険事業について 

    （資料に基づき事務局より説明） 

    【委員からの質問、意見】 

     ①（委員）現行税率と標準税率の差は、実際の課税額にどの程度影響が出ているのか。 

     （事務局）試算では、1 億 7,000 万円ほどの差が出ている。 

     ②（委員）過去の標準税率は、その年度の税率と比べて高かったのか。 

     （事務局）所得割はその年度の税率より低い年があったが、均等割、平等割は標 

準保険料率の方が高く、その結果、単年度収支に赤字という形で表れ 

ている。 

     ③（委員）税率を変える場合の今後の日程は。 

     （事務局）３月議会に上程を考えているので、１月から２月にかけて 1回ないし２回 

の会議開催を想定している。 

     ④（委員）現在の基金残高は２億８千万円ほどであるが、安定した国保運営には 

どの程度の残高が必要か、目安はあるか。 

     （事務局）目安は国・県からは示されていない。それも含め今後の運営協議会の中で 

審議していただきたい。 

 （３）その他（事務局より） 

  ・11 月に開催された運営協議会委員研修会の資料を配布したのでご一読いただきたい。 

  ・次回は１月または２月の開催を予定している。 

５．閉会（鎌崎会長） 





 ※会議概要は、原則として公開します。会議終了後、２週間以内に所定の手続により公開して

ください。 

 ※会議を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由を記載してください。 
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令和７年度 国民健康保険税率と市町村標準保険料率  （単位：円） 

医

療

分 

項 目 現行税率 標準税率 

所得割       ６.９％    ７.０９％ 

均等割 ２０,４００円 ２５,８２３円 

平等割 ２０,４００円 ２６,３９２円 

 

支

援

分 

項 目 現行税率 標準税率 

所得割    ２.７％   ２.８５％ 

均等割  ９,６００円 １０,４７０円 

平等割  ９,６００円   ９,３８３円 

 

介

護

分 

項 目 現行税率 標準税率 

所得割    ２.２％  ２.３８％ 

均等割 ７,０００円 ９,９８３円 

平等割 ７,０００円   ８,０６７円 

 

*標準保険料率 

 国民健康保険法第 82 条の３第１項の規定により、各市町村が保険料で集める

べき額について、各都道府県で統一された保険料算定方式で集めた際の保険料

率を表すもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日配布資料 



公的医療保険制度
加入者の皆様へ

こども・子育て世帯を応援！

子ども・子育て支援金制度が開始します

いつから始まるの？

支援金は令和８年４月分から医療保険料とあわせて拠出いただきますが

実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なります。

※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。

なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの？

・子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものであり
そのこどもたちは将来おとなになりこの社会を支える担い手となるため

子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。

・そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から
拠出いただくこととしております。

こども家庭庁HP

支援金額はどのくらいになるの？

※支援金制度の導入に当たっては、社会保障分野の歳出改革等をあわせて行うこととしており、
国民の皆様に追加のご負担を求めることのない仕組みとしています。

詳しくは、「子ども・子育て支援金に関する試算」をご参照ください

支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、

全ての医療保険制度の加入者で平均すると、

令和10年度で月額 450円（令和８年度は250円）と試算しています。

「子ども・子育て支援金制度」って何？

※支援金が充てられる給付は法定されているため、国会での審議や法改正なしに使い途を増やすことはできません。

・「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、

それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、

こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

・支援金は児童手当の拡充など６つの事業に充てられます。詳細は裏面をご確認ください。



子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内

児童手当の拡充

●所得によらず、支給の対象となります。

●支給期間を高校生年代まで延長します。

●第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅

増額します。

●4か月に1回から、2か月に1回の支給になります。

育児時短就業給付

「育児時短就業給付」を創設し、

こどもが２歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、

時短勤務時の賃金の原則10％を支給します。

出生後休業支援給付
「出生後休業支援給付」を創設し、

子の出生直後の一定期間内に

両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、

最大28日間、手取りの10割相当を支給します。

妊婦のための支援給付

「伴走型相談支援」

の面談と合わせて、

・妊娠届出時に5万円

・妊娠後期以降に

妊娠している

こどもの数×5万円

を支給します。

国民年金保険料免除
育児期間中の

国民年金の第1号被保険者の方を対象に、

育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。

※令和６年10月分から拡充

※令和７年度から制度化

※令和７年度から実施

※令和７年度から実施

※令和８年10月から実施

こども誰でも通園制度

「こども誰でも通園制度」は、

保育所等に通っていない0歳6カ月から

満3歳未満のこどもが

時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

（こども１人当たり10時間／月）

※令和７年度は希望自治体、令和８年度より全国実施

その後も
継続的に
支援

妊娠後期

妊娠している
こどもの数

×５万円

妊娠
届出時

５万円

12ヶ月 4ヶ月 9ヶ月

児童手当の拡充

子ども・子育て支援金制度についてもっと知りたいときは

担当職員による紹介記事 三原大臣からのメッセージこども家庭庁のHP

（概要説明）
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